
 

平成 30 年度第２回個人住民税検討会 

 

 

日時：平成 30 年 12 月 27 日(木) 13：30～  

場所：総務省 共用会議室３        

 

 

１ 開 会 

 

 

２ 議 題 

 

（１）平成31年度地方税制改正（案）（個人住民税関係） 

 

（２）グローバル社会における個人住民税のあり方 

 

（３）個人住民税の現年課税化について 

 

 

３ 閉 会 
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資料３ 吉富委員提出資料 

資料４ 渡辺委員提出資料 

資料５ 野崎委員提出資料 

資料６ 個人住民税の現年課税化について 

 



平成31年度地方税制改正（案）
（個人住民税関係）
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個人住民税における住宅ローン控除の概要

○ 個人住民税においては、「地域社会の会費」という基本的性格から、政策的な税額控除は行わない

ことが原則であり、住宅ローン控除は講じられてこなかった。

○ 平成１９年の税源移譲に伴い、平成１８年度税制改正において、所得税からの税源移譲の範囲内で、

所得税から控除しきれなかった額を個人住民税から控除する特例を創設。

経 緯

○ 住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額を、控除限度額の範囲内で個人住民

税から控除。

※ 控除限度額：所得税の課税総所得金額等の７％（ 高13.65万円）

※ 平成33年（2021年）12月末入居分までの措置（所得税と同様）

○ 住宅ローン控除による個人住民税の減収額は、地方特例交付金により全額国費で補塡。

※ 個人住民税の減収見込額：▲1,544億円（平成30年度予算ベース）（全額国費補塡）

現行制度
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個人住民税における住宅ローン控除に係る対応（案）

（注）平成26年4月～平成33年12月までの欄の金額は、住宅に係る消費税等の税率が8％又は10％である場合の金額。

居住年 平成26年4月～平成33年12月 平成31年10月～平成32年12月

控除限度額
所得税の課税総所得金額等の7％

（最高13.65万円）
同左

控除期間 10年 13年

＜個人住民税における住宅ローン控除＞

今回の対策

○ 今回の対策により延長された控除期間においては、所得税額から控除しきれない額について、

現行制度と同じ控除限度額（以下参照）の範囲内において、個人住民税額から控除する措置を講ずる。

○ この措置による個人住民税の減収額は、全額国費で補てんする。

＜住宅ローン控除の拡充のイメージ＞
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ふるさと納税制度の理念・概要

ふるさと納税は、都道府県または市区町村に対してふるさと納税（寄附）をすると、ふるさと納税額
のうち2,000円（適用下限額）を超える部分について、一定額（通常の寄附金控除分に個人住民税所得割の2割を加えた

金額）を上限として、原則として所得税・個人住民税から全額が控除される仕組み。

制度の概要

制度の理念

○ ふるさとや地方団体の様々な取組を応援する納税者の気持ちを橋渡しし、支え合う仕組み。

○ 地方団体が自ら財源を確保し、様々な施策を実現するために有効な手段であり、我が国におい

て人口減少が深刻化する中で、地域資源を最大限活用し、地域経済を再生させていく上で重要な

役割を果たす制度。

③確定申告

④所得税・住民税の
還付や減額

②受領書

①ふるさと納税

・税務署
・住所地市町村

（都道府県）

ふるさと
納税先団体

ふるさと
納税者
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ふるさと納税制度の健全な発展に向けた取組

平成２９年 ４月 総務大臣通知を発出

・「寄附額に対し返礼割合の高い返礼品」について、速やかに返礼割合を３割以下とするよう要請

・「金銭類似性の高いもの」、「資産性の高いもの」、「価格が高額なもの」を送付しないよう要請

平成３０年 ４月 総務大臣通知を発出

・返礼割合が３割を超えるものを返礼品としている団体に対して、責任と良識のある対応を徹底す
るよう要請

・地域資源の活用が図られるよう、「地場産品以外の送付」について良識のある対応を要請

各種会議等あらゆる機会を通じて地方団体に見直しを要請。サイト運営事業者にも協力を要請。

７月 「返礼割合3割超」及び「地場産品以外」の返礼品を送付し、多額の寄附を集めている１２団体を公表

９月 ９月１日時点の見直し状況の公表に併せて、「過度な返礼品を送付し、制度の趣旨を

歪めているような団体については、ふるさと納税の対象外にすることもできるよう、制
度の見直しを検討」することを大臣閣議後記者会見において表明

11月 １１月１日時点の送付状況の調査、公表

（通知発出以降継続的に）
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ふるさと納税に係る返礼品の送付状況調査結果（平成30年11月1日現在）

○ 地方団体に対して、11月1日時点における返礼割合実質３割超の返礼品及び地場産品以外の返礼品の送付状況
について照会。

○ 都道府県からの回答内容を基にとりまとめた調査結果は以下のとおり。（今後、新たに追加して判明する可能性がある。）

「返礼割合実質３割超」の返礼品を送付している団体数

「地場産品以外」の返礼品を送付している団体数

９月１日時点

２４６団体

（13.8％）

２５団体

（1.4％）

見直し完了等 ▲225団体

新たに判明 ＋ 4団体

１１月１日時点

（参考）
９月１日時点調査における
１１月１日時点の団体見込数

１７４団体

（9.7％）

※（ ）内は全団体（1,788団体）に占める割合

９月１日時点

１９０団体

（10.6％）

７３団体

（4.1％）

見直し完了等 ▲164団体

新たに判明 ＋ 47団体

１１月１日時点

（参考）
９月１日時点調査における
１１月１日時点の団体見込数

１６３団体

（9.1％）

※上記９８団体（延べ数）のうち７団体が返礼割合実質３割超
の返礼品及び地場産品以外の返礼品の双方を送付

（いずれかの返礼品を送付する団体は９１団体（5.１％））
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受入額上位10団体

（全体の約0.5％）が、

全体の約２割を受入れ

※10団体のうち７割が

３割超の返礼品を送付

１７％

受入額上位100団体

（全体の約5％）が、

全体の約５割を受入れ

※100団体のうち約４割が

３割超の返礼品を送付

５４％

４６％

平成29年度ふるさと納税の受入状況

その他の1,688団体の
うち３割超の返礼品を
送付するのは約１割

※返礼品の送付状況については、平成30年９月１日時点のもの

ふるさと納税制度の見直し（案）

○ これまで、技術的助言の範囲内において、必要な返礼品の見直
しを行うよう要請を行ってきた結果、多くの地方公共団体が真摯に
見直し要請に応じる一方で、依然として一部の団体が過度な返礼
品を送付し、多額のふるさと納税を集める状況が継続している。

○ 制度の健全な発展に向けて、一定のルールの中で地方公共団
体が創意工夫をすることにより全国各地の地域活性化に繋げるた
め、過度な返礼品を送付し、制度の趣旨を歪めているような団体
については、ふるさと納税（特例控除）の対象外にすることができる
よう、制度の見直しを行う。

○ 総務大臣は、地方財政審議会の意見を聴いた上で、次の基準に適合する地方公共団体をふるさと
納税（特例控除）の対象として指定する。

① 寄附金の募集を適正に実施する地方公共団体

② （①の地方公共団体で）返礼品を送付する場合には、以下のいずれも満たす地方公共団体

・ 返礼品の返礼割合を３割以下とすること
・ 返礼品を地場産品とすること

（その他の手続き等）

○ 総務大臣は指定をし、又は指定を取り消したときは、その旨を告示する。

○ 指定基準の制定や改廃、指定や指定の取り消しについては、地方財政審議会の意見を聴取する。

○ 上記の改正は、平成31年６月１日以後に支出された寄附金について適用する（指定対象外の団体に対して同日以後

に支出された寄附金については、特例控除の対象外となる）。

見直し後の制度の基本的枠組み
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子どもの貧困に対応するための

個人住民税の非課税措置（案）

＜現行の個人住民税の非課税措置の範囲＞

障害者、未成年者、寡婦又は寡夫

（前年の合計所得金額が135万円（※）（給与収入204万円）を超える場合を除く） 等

※ 平成30年度税制改正における給与所得控除等から基礎控除への振替（10万円）に伴い、平成33年度分以後の個人住民税から

非課税措置の合計所得金額要件が125万円から135万円となる。

○ 子どもの貧困に対応するため、事実婚状態でないことを確認した上で支給される児童扶養手当

の支給を受けており、前年の合計所得金額が135万円以下であるひとり親に対し、個人住民税を

非課税とする措置を講ずる。

児童扶養手当の支給を受けている児童（※1）の父又は母のうち、現に婚姻（※2）をしていない者

又は配偶者（※2）の生死の明らかでない者

（前年の合計所得金額が135万円（給与収入204万円）を超える場合を除く）

※1 父又は母と生計を一にする子で前年の総所得金額等の合計額が48万円以下であるもの。

※2 婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。

対象の追加

平成33年度分以後の
個人住民税について適用
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平成31年度税制改正大綱（抄）
【子どもの貧困に対応するための個人住民税の非課税措置】

第一 平成31年度税制改正の基本的考え方

５ 経済社会の構造変化等を踏まえた税制の検討

（1）個人所得課税のあり方

③ 子どもの貧困に対応するための個人住民税の非課税措置

子どもの貧困に対応するため、事実婚状態でないことを確認した上で支給される児童扶養手当の

支給を受けており、前年の合計所得金額が135万円以下であるひとり親に対し、個人住民税を非課

税とする措置を講ずる。

第三 検討事項

４ 子どもの貧困に対応するため、婚姻によらないで生まれた子を持つひとり親に対する更なる税制上

の対応の要否等について、平成32年度税制改正において検討し、結論を得る。

平成３０年１２月１４日
自 由 民 主 党
公 明 党
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森林環境税（仮称）及び森林環境譲与税（仮称）の制度設計イメージ（案）

等

注 ： 一部の団体においては超過課税が実施されている。

国

市 町 村
● 間伐（境界画定、路網の整備等を含む）

● 人材育成・担い手確保
● 木材利用促進、普及啓発 等

公 益 的 機 能 の 発 揮

市 町 村 民 税 3,000円/年

道 府 県 民 税 1,000円/年個
人
住
民
税

均
等
割

災害防止・
国土保全機能

地球温暖化
防止機能 水源涵養機能

● 市町村の支援 等

納 税 義 務 者

約6,200万人

国
税

平 成 ３ ６ 年 度 か ら 施 行 平 成 ３ １ 年 度 か ら 施 行

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄの利用等
により使途を公表

交 付 税 及 び 譲 与 税 配 付 金 特 別 会 計

賦
課
決
定

都 道 府 県

市 町 村

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄの利用等
により使途を公表

都 道 府 県

森 林 環 境 譲 与 税 （仮称）

私有林人工林面積（林野率により補正）､林業就業者数､人口により按分

森 林 環 境 税（仮称） 1,000円/年
(賦課徴収は市町村が行う)

パリ協定の枠組みの下におけるわが国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林

整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成30年度税制改正大綱の内容のとおり、森林環

境税（仮称）及び森林環境譲与税（仮称）を創設する。

※森林環境税（仮称）及び森林環境譲与税（仮称）を創設するための法律案を平成３１年通常国会に提出。

【制度設計イメージ（案）】
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森林環境譲与税（仮称）の譲与額と市町村及び都道府県に対する譲与割合及び譲与基準（案）

500 500 500

300
400 400 400 400

・・・

H36 H37 H38 H39 H40 H41 H42 H43H31 H32 H33 H34 H35

各
年
度
譲
与
額
（※

実
線
）

H46 ・・・

500
600 600

H44 H45

200 200
300

200
300

譲与税特別会計における借入金で対応

税収の一部を
もって償還

200 200 200 200
100 100 100 100

80 : 20 85 : 15 88 : 12 90 : 10

160 240 340 440 540

40 60 60 60 60

市：県の割合

（市町村分）

（都道府県分）

５０％ ： 私有林人工林面積

２０％ ： 林業就業者数

３０％ ： 人口

市町村分

都道府県分 市町村と同じ基準

（※以下のとおり林野率による補正）

林野率 補正の方法

８５％以上の市町村 １．５倍に割増し

７５％以上８５％未満の市町村 １．３倍に割増し

○ 市町村の体制整備の進捗に伴い、譲与額が徐々に増加するように借入額及び償還額を設定。

○ 平成３５年度までの間は、暫定的に譲与税特別会計における借入れで対応し、後年度の森林環境税（仮称）の
税収の一部をもって確実に償還。

○ 森林整備を実施する市町村の支援等を行う役割に鑑み、都道府県に対して総額の１割を譲与。
（制度創設当初は、市町村の支援等を行う都道府県の役割が大きいと想定されることから、譲与割合を２割とし、段階的に１割に移行。）

【譲与基準】

森林環境税（仮称） 課税 （年額：1,000円）
（※）東日本大震災を教訓として全国で実施する

防災施策対分として引上げ

個人住民税均等割引上げ（年額：1,000円）

初年度
約300
億円

平年度
約600
億円
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【地方税における関連制度】

○ 犯則事件の調査において、同居の親族等が臨検等に立会う場合には、成年に達していること
が必要

○ 個人住民税において、未成年者のうち前年の合計所得金額が125万円以下（平成33年度分以
後の個人住民税においては135万円）の者は非課税

民法における成年年齢引下げに伴う税制上の対応（案）

※ 地方税法においては「成年」又は「未成年」と規定しているため、改正は不要。

【平成30年度税制改正大綱（抄）（平成29年12月14日自由民主党・公明党）
第三 検討事項
12 現在、政府において、民法における成年年齢を20歳から18歳に引き下げるとともに、他法令における行為能力や管理能力に着
目した年齢要件を引き下げる方向で法改正に向けた作業を進めているところである。税制上の年齢要件については、対象者の行
為能力や管理能力に着目して設けられているものであることから、民法に合わせて要件を18歳に引き下げることを基本として、
法律案の内容を踏まえ実務的な観点等から検討を行い、結論を得る。

○ 平成３０年６月に、成年年齢を２０歳から１８歳に引き下げること等を内容とする「民法の一部を改正する法律」が公布された。

○ 税制上、年齢要件を成年又は未成年としている制度は、対象者の行為能力や管理能力に着目して要件を定めていることから、
民法における成年年齢の引下げ後も、引き続き、民法上の成年又は未成年を対象とする。 ※平成３４年４月１日施行。

11



（注１）加算額は、控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合のみ加算
（注２）均等割は、基本額及び加算額に生活保護基準の級地区分に応じて率（１級地：1.0 、２級地：0.9 、３級地：0.8）を乗じた額を基準として条例で設定
（注３）平成30年度税制改正における給与所得控除等から基礎控除への振替（10万円）に伴い、非課税限度額の基準額に10万円を加算

（平成33年度分個人住民税から適用）

○ 個人住民税の非課税限度額制度は、できるだけ多くの住民がその能力に応じて広く負担を分かち合うという個人住
民税の「地域社会の会費」的性格を踏まえつつも、低所得者層の負担を考慮し、生活保護基準額程度の所得の方を
できるだけ非課税としようとする制度。

○ 非課税限度額の基準は、均等割については生活扶助基準額を、所得割については生活保護基準額を勘案して設定。

個人住民税の非課税限度額について

所得金額 ≦ ３５万円 ×世帯人員数 ＋ ２１万円均等割

所得割 所得金額 ≦ ３５万円 ×世帯人員数 ＋ ３２万円

基本額 加算額
＜現行の非課税限度額の基準＞

○ 生活保護基準について、５年に一度の定期的な検証が行われ、一般低所得世帯の消費実態（年齢、世帯人員、居
住地域別）との均衡を図るため、生活扶助基準の見直し（増減額）が行われた。

非課税限度額制度の概要

生活保護基準の見直しと非課税限度額

夫婦子２人の給与所得者の場合（収入金額ベース）

非課税限度額（均等割） 2,557千円

生活扶助基準額 （平成29年）2,150千円 （平成30年）2,143千円 ※ 生活保護法の規定による１級地の場合。

＜非課税限度額と生活扶助基準の比較＞

平成31年度分の個人住民税に係る非課税限度額（均等割・所得割）については、現行どおりとする。

平成31年度与党税制改正大綱

12



平成31年度税制改正大綱（抄）【個人所得課税】

第一 平成31年度税制改正の基本的考え方

５ 経済社会の構造変化等を踏まえた税制の検討

（1）個人所得課税のあり方

① 今後の個人所得課税改革の基本的方向性

個人所得課税については、わが国の経済社会の構造変化を踏まえ、近年、配偶者控除等の見直し、給与所得控除・公的年金等控

除・基礎控除の一体的な見直しなどの取組みを進めてきた。今後も、これまでの税制改正大綱に示された方針を踏まえ、経済社会の構

造変化への対応や所得再分配機能の回復の観点から、各種控除のあり方等を検討する。また、適正な記帳の確保に向けた方策を講

じつつ、事業所得等の適正な申告に向けた取組みを進める。

② 老後の生活等に備える資産形成を支援する公平な制度のあり方

老後の生活など各種のリスクに備える資産形成については、企業年金、個人年金等の年金税制、貯蓄・投資、保険等の金融税制が

段階的に整備・拡充されてきたが、働き方の多様化が進展する中で、働き方の違い等によって税制による支援が異なること、各制度そ

れぞれで非課税枠の限度額管理が行われていることといった課題がある。また、「人生100年時代」に向けて、全世代型社会保障制度

の構築が進められていく中、税制においても、どのようなライフコースを歩んだ場合でも老後に備える資産形成について公平に税制の

適用を受けることができる制度のあり方を考えることが必要である。こうした認識の下、関係する諸制度について、社会保障制度を補完

する観点や働き方の違い等によって有利・不利が生じないようにするなど公平な制度を構築する観点から、諸外国の制度も参考に、包

括的な見直しを進める。

その際には、拠出・運用・給付の各段階を通じた課税のあり方について、公平な税負担の確保等の観点から検討する必要がある。ま

た、給与・退職一時金・年金給付の間の税負担のバランスについて、働き方やライフコースの多様化を踏まえた検討が必要である。

あわせて、金融所得に対する課税のあり方について、家計の安定的な資産形成を支援するとともに、所得階層別の所得税負担率の

状況も踏まえ、税負担の垂直的な公平性等を確保する観点から、関連する各種制度のあり方を含め、諸外国の制度や市場への影響も

踏まえつつ、総合的に検討する。

ＮＩＳＡについては、その政策目的や制度の利用状況を踏まえ、望ましいあり方を検討する。

平成３０年１２月１４日
自 由 民 主 党
公 明 党
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平成31年度税制改正大綱（抄）【国外居住親族に係る扶養控除等の適用】

第一 平成31年度税制改正の基本的考え方

７ 円滑・適正な納税のための環境整備

（略）

国外居住親族に係る扶養控除等の適用については、所得要件の判定において国内源泉所得が用いられており、

国外で一定以上の所得を稼得している親族でも控除の対象とされているとの課題があることを踏まえ、所得の少ない

親族の扶養による担税力の低下を調整するという扶養控除等の制度趣旨や執行可能性、諸外国の制度とのバランス

等に留意しつつ、更なる適正化について検討を行う。

（略）

平成３０年１２月１４日
自 由 民 主 党
公 明 党
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グローバル社会における

個人住民税のあり方
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外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策（抜粋）①

２ 生活者としての外国人に対する支援

（７）社会保険への加入促進等

【現状認識・課題】

外国人が生活する上で、社会保険は重要なセー フテイネットであるが、外国人を雇用している事業所の中

には、外国人について社会保険への加入手続を行っていないものが一定程度存在していることから、関係機関

が連携してその加入促進を進めていく必要がある。

他方、在留外国人による医療保険の利用については、不適切な利用がなされているケースが存在するとの

指摘もあることから、その適正な利用の確保に向けた取組を進めていく必要がある。

【具体的施策】

○ 地方入国管理官署における特定技能外国人の受入れに関する審査に当たっては、受入れ機関における納

税義務の履行状況を確認することとし、一定程度滞納がある受入れ機関については特定技能外国人の受入れ

を認めないこととするとともに、その受入れ後において、特定技能外国人からの在留資格変更許可申請や在留

期間更新許可申請の際に、受入れ機関の源泉所得税等の滞納状況を確認することとし、一定程度滞納がある

受入れ機関に対しては適切な指導等を行う。

また、納付すべき所得税や住民税を自己の責めに帰すべき事由により一定程度滞納がある特定技能外国

人については、同人からの在留資格変更許可申請等を不許可とすることとし、関係機関に通報するなど必要な

情報連携を行うこととするほか、その他の在留資格を有する外国人についても、今後、同様の措置を講ずるこ

とを検討する。〔法務省（国税庁、総務省）〕《施策番号93》
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外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策（抜粋）②

○ 個人住民税の滞納対策として、 給与支払者に徴収 ・ 納入をさせる特別徴収を促進することが必要との観点

から、 地方公共団体と連携して、 特別徴収の適切な実施のための事業者に対する周知を図る。

地方税に関しては、 出国する納税義務者に支払われるべき給与から未納税額を一括徴収する制度及び納

税義務者の納税に関する一切の事項を処理する納税管理人の制度を「生活 ・ 就労ガイドブック（仮）」に記載

すること等を通じて、 企業や納税義務者たる外国人に対する周知を図る。 〔総務省〕《施策番号95》

【具体的施策】

○ 受入れ機関は、特定技能１号外国人が円滑に納税を行うことができるようにするための支援、特に、在留期

間満了時までに、翌年納付すべき住民税を当該外国人に代わって納付することができるようにするための支援

措置を講ずることとし、出入国在留管理庁（平成31年4月発足）は、 受入れ機関が納税に係る支援を的確に実

施できるよう受入れ機関に対する周知を図り、 適正な履行が確保されていない受入れ機関に対しては、 適切

な指導等を行う。 〔法務省〕《施策番号94》
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租税条約について

租税条約は、課税関係の安定（法的安定性の確保）、二重課税の除去、脱税及び租税
回避等への対応を通じ、二国間の健全な投資・経済交流の促進に資するものである。
租税条約には、国際標準となる「ＯＥＣＤモデル租税条約」があり、ＯＥＣＤ加盟国を中
心に、租税条約を締結する際のモデルとなっている。ＯＥＣＤ加盟国である我が国も、概
ねこれに沿った規定を採用している。

租税条約の概要

○ 課税関係の安定（法的安定性の確保）・二重課税の除去

・ 源泉地国（所得が生ずる国）が課税できる所得の範囲の確定

ー 事業利得に対しては、源泉地国に所在する支店等（恒久的施設）の活動により得た利得の
みに課税

ー 投資所得（配当、利子、使用料）に対しては、源泉地国での税率の上限（免税を含む）を設定

・ 居住地国における二重課税の除去方法
ー 国外所得免除方式又は外国税額控除方式

・ 税務当局間の相互協議（仲裁を含む）による条約に適合しない課税の解消

ＯＥＣＤモデル租税条約の主な内容
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租税条約と個人住民税の関係について

※ 在留外国人上位５ヶ国との租税条約における状況
・ 住民税を対象税目としている国 ・・・中国、韓国、ヴィエトナム
・ 住民税を対象税目としていない国・・・フィリピン、ブラジル

所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府と中華人民共和国との間の協定（昭和59年条約第５号）

第２条 （対象税目）
１ この協定が適用される租税は、次のものとする。
（a） 中華人民共和国においては、
（ⅰ） 個人所得税
（ⅱ） 合弁企業所得税
（ⅲ） 外国企業所得税
（ⅳ） 地方所得税
（以下「中国の租税」という。）

（b） 日本国においては、
（ⅰ） 所得税
（ⅱ） 法人税
（ⅲ） 住民税
（以下、「日本国の租税」という。）

第21条 （学生）

専ら教育若しくは訓練を受けるため又は特別の技術的経験を習得するため一方の締約国内に滞在する学生、事業修習者又は研修員であって、
現に他方の締約国の居住者であるもの又はその滞在の直前に他方の締約国の居住者であったものがその生計、教育又は訓練のために受け取
る給付又は所得については、当該一方の締約国の租税を免除する。

⇒ 居住地での課税を免除。

中華人民共和国の例

○ 租税条約においては、第２条で対象税目を規定している。
○ 締結国により、地方税である個人住民税を対象としている場合としていない場合がある。

○ 租税条約は基本的には源泉地国における課税について規定をしているが、一部居住地国に
おける課税を規定しているものも存在する（学生等）。

8



第２回 個人住民税検討会
議題 グローバル社会における個人住民税のあり方

横浜市 税務課長 吉富 浩政

平成30年12月27日

資料３



グローバル社会における個人住民税のあり方

（はじめに）
○ グローバル社会における個人住民税のあり方に関

して、横浜市における取組の概要等をご説明すると
ともに、対応の方策等に関して意見をまとめさせて
いただいた。

○ なお、文中に記載した意見等については、私見で
あることをあらかじめご了承いただきたい。
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１ 横浜市の状況

(1)本市における外国人登録数の推移

近年では、平成24年度以後、毎年増加し、平成29年度末では、約92千人と
なっています。
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１ 横浜市の状況

（２）横浜市における「給与所得者異動届出書」処理の状況

※平成29年度課税分における６月から５月の処理件数

4

異動月 ６月～12月 １月～５月 合計 異動事由

一括徴収 4,335 26,225 30,560 退職等

普通徴収 80,658 26,770 107,428 退職等

特別徴収継続 22,239 14,876 37,115 転勤等



１ 横浜市の状況

（３）横浜市の公示送達の状況

・平成29年度納税通知書等発送件数（特別徴収税額通知書含めず）

約810,000件（現年度分）

・平成29年度公示送達件数

約1,900件（現年度分）

・平成29年度公示送達の割合

約0.2％
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２ 国外出国者等に対する横浜市の取組

（１）特別徴収義務者への案内

特別徴収税額通知書に「特別徴収のしおり」を同封し、特別徴収

義務者に対して、下記の案内を実施している。

●国外転居等で本人が未徴収税額を納税できないとき

納税に関する一切の事項を処理するための納税管理人を設定して

いただきます。

●納税義務者が異動したときの手続き等（退職の場合）

６月～12月…納税義務者から一括徴収の申出があった場合で、未

徴収税額を超える給与等が支払われる場合は、一括

徴収となります。

１月～４月…未徴収税額を超える給与等が支払われる場合は、一

括徴収となります。
6



２ 国外出国者等に対する横浜市の取組

（２）納税義務者への案内
区役所に問い合わせがあった場合に、納税管理人の手続き等につ

いてご案内するほかに、ホームページ等で広報を実施しています。

●主な納税管理人
・給与支払者であった者

・税理士法人

・親族 等

7

（ホームページ文例）
年の途中に海外転出されても、転出された年度の住民税は、全額お納

めいただくことになります。出国後に引き続きご納付が必要な場合は、
納税管理人申告書の提出が必要な場合もあります。
＊納税管理人を申請された方で、後日納税管理人が不要となった時に
は解除申告書の提出が必要です。



２ 国外出国者等に対する横浜市の取組

（３）その他
出国者が「みなし再入国許可による出国」の場合には、再入国の

可能性が極めて高くなることから、継続して管理・調査を実施する

場合もあります。

8

●みなし再入国許可による出国（入管法第26条の２）
みなし再入国許可とは、我が国に在留資格をもって在留する外国人で有効な旅

券を所持している方のうち、「３月」以下の在留期間を決定された方及び「短期
滞在」の在留資格をもって在留する方以外の方が、出国の日から１年以内に再入
国する場合には、原則として通常の再入国許可の取得を不要とするものです（再
入国許可もご覧ください。）。

また、中長期在留者の方は，有効な旅券のほかに在留カードを所持している必
要があります。

みなし再入国許可の有効期間は、出国の日から１年間となりますが，在留期限
が出国の日から１年を経過する前に到来する場合には，在留期限までとなります。

（入国管理局ＨＰから）



３ 国外出国者等に対する方策の検討

国外出国者等に対する方策については、次の取り組みが考えられ

るが、そのいずれについても必要となる法整備や特別徴収義務者の

負担感、納税者への配慮などを含めた課題整理と更なる研究等が必

要

（１）特別徴収義務者による一括徴収

（２）予納の推進

（３）個人住民税の現年課税化
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３ 国外出国者等に対する方策の検討

（１）特別徴収義務者による一括徴収

特別徴収の対象となる納税者が退職等した場合に、その事由が６

月から12月に生じた場合には、納税者の一括徴収の申出により一括

徴収している取扱いを、事由発生時期に限らず、原則一括徴収とす

る案。

【課題】

〇（普通徴収の）納期限が到来する前に納入義務を課することの法

令上の整理

〇納税者個々の状況による退職事由がある中で、一度に負担するこ

とによる生活上の影響

〇国外出国者に限定した場合でも、給与支払者（特別徴収義務者）

が出国情報を得るのは困難

など
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３ 国外出国者等に対する方策の検討

（２）予納の推進
賦課期日後に国外に出国する者は、年末調整等により所得金額等

が判明していることから、納付納入の告知前であっても、「最近に

おいて納付納入すべき額の確定が確実であると認められる」ものと

して、特別徴収義務者があらかじめ税額相当分を徴する案

【課題】

〇特別徴収における予納に関する規定が地方税法上にないため、特

別徴収義務者があらかじめ税額相当分を徴する方法等について、

一定のルール作りが必要

〇仮に過誤納が生じた場合の還付に関する取扱いの整理

〇国外出国者に限定した場合でも、給与支払者（特別徴収義務者）

が出国情報を得るのは困難

など
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３ 国外出国者等に対する方策の検討

（３）個人住民税の現年課税化
個人住民税の現年課税化の検討は、以前からこの個人住民税検討

会においても検討されてきています。

今回の「グローバル社会における個人住民税のあり方」では、特

に国外出国者等を中心に資料を作成しましたが、個人住民税の現年

課税化が実現された場合には、これらの課題は解決に向け大きく前

進するものと考えます。
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グローバル社会における
個人住民税のあり方
～ 一括徴収と納税管理人 ～

平成３０年度

第２回 個人住民税検討会
埼玉県 春日部市 市民税課（渡辺 博）

資料４

1



１．賦課期日以降に退職し、出国する外国人等

について、退職等の時期に関わらず特別徴

収義務者が残税額の一括徴収を義務化する

こととした場合、どのような課題があるか。
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○前年中に所得を得ていた者が賦課期日後に出国した場合、
賦課期日時点の住所の有無により納税義務は確定するた
め、出国した場合においてもその納税義務は消滅しない。

○賦課期日後に納税義務者が国外へ転出する場合は、納税
管理人に納付を委任することが原則。（地方税法第300条）
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納税通知書の送付
春日部市の場合

■納税通知書の送付人数（H30年度）

○特別徴収 88,166人

○普通徴収 45,055人

○うち外国人 1,608人 （1.2％）

○そのうち出国者 46人 （2.9％）

133,221人
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退職者の特別徴収税額に係る残税額

○以下①②の場合には、納税義務者に対して翌年の
5月31日までの間に支払われるべき給与又は退職
手当等の合計額が残税額を超えるときは、特別徴
収義務者は残税額を一括徴収しなければならない。

① 6月1日から12月31日までの間に退職等の事由に
よって特別徴収義務者から給与の支払を受けない
こととなり、かつ、納税義務者本人から翌月以降
の残税額を特別徴収の方法によって一括徴収され
たい旨の申出があった場合

② 翌年の1月1日から4月30日までの間において特別
徴収義務者から給与の支払を受けなくなった場合
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外国人退職者の一括徴収の状況
春日部市の場合

■外国人の異動届（2017.11～2018.10）

○年間退職者 278人

○一括徴収の人 55人（19.8％）

○普通徴収の人 207人（74.5％）

○転勤（新たな勤務先へ） 16人（5.7％）
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外国人退職者の一括徴収の時期別状況
春日部市の場合

■外国人の残税額一括徴収の割合

○6月～12月 退職者 189人

一括徴収 25人（13.2％）

普通徴収 158人（83.6％）

転勤 6人 （3.2％）

○1月～4月 退職者 89人

一括徴収 30人（33.7％）

普通徴収 49人（55.1％）

転勤 10人（11.2％）
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個人住民税における納税管理人制度

○納税義務者が国外に居住するなど、納税義務を

負う市町村内に住所等を有しない場合には、納

税に関する一切の事項を処理させるため、納税

管理人を定めることとされている。

○ただし、当該納税義務者に係る市町村民税の徴

収の確保に支障がないことについて市町村長に

申請し、その認定を受けた場合には、納税管理

人を定めることを要しない。
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納税管理人の設定
春日部市の場合

■納税管理人の勧奨

○毎年5月中旬にその年の1月2日以降に

国外転出した人に納税管理人申告書を

送付している

■納税管理人の設定状況（H30年度）

○そのうち納税管理人を設定した人は

1 人
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不納欠損の状況
春日部市の場合

■平成２９年度決算ベース

不納欠損全体

１，４８１人

７，１４０件

１１，５８６万円

国外へ転出

２人

２３件

１０５万円
0.9%
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残税額の一括徴収の義務化

賦課期日以降に退職し、出国する外国人等の残
税額一括徴収の義務化に対する意見（課題）

○公平な税負担の観点から望ましい制度
○企業の負担が増加

・徴収、納税の事務量の増加
・退職外国人の出国意思の確認

○納税義務者の負担が増加
・多額の残税額が一度に徴収される
・残税額が退職金を越えると一括徴収できない

○次年度課税の収納対策にはならない

納税管理人の設置を徹底させる

11



２．賦課期日後に出国する外国人に対する徴収

方法について、一括徴収のほか、どのような

制度的な対応が考えられるか。

その場合、どのような課題があるか。

外国人が退職し、出国する場合は、一括徴
収と納税管理人の設定のどちらかを選択し、
その選択結果を自治体に申告することを特
別徴収義務者に義務づける。

⇒課題：企業の協力
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まとめ

○出国した外国人未納者への対応として、住民税の現

年課税化、再来日する際の在留資格審査に過去の納

税状況をチェックするなども考えられますが、現行

制度にある「特別徴収の一括徴収制度（1月～4月退

職）」や「納税管理人制度」をもって対応できるも

のと思われます。しかし、義務化されているこの制

度も現実にはうまく働かない実態があります。問題

は実効性であり、この現行制度の徹底こそが、大き

な課題であると考えます。

○退職時期に係らず一括徴収か納税管理人設定かの
どちらかを選択し、その結果を自治体に申告する
ことを特別徴収義務者に義務づける。
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「グローバル社会における
個⼈住⺠税のあり⽅」

平成30年度 第2回個⼈住⺠税検討会

愛知県阿久⽐町 総務部税務課
平成30年12⽉27⽇

資料５

014799
長方形



⼈⼝：28,754⼈
（平成30年12⽉1⽇現在）

⾯積：23.80㎢
町の花：うめ
町の⽊：もちのき

阿久⽐町
マスコットキャラクター
アグピー
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阿久⽐町の平成30年度個⼈住⺠税課税状況
平成30年1⽉1⽇現在 ⼈⼝ 28,728⼈ 内、外国⼈325⼈
納税義務者数 14,436⼈ 263⼈
普通徴収 3,082⼈ 145⼈
特別徴収 11,354⼈ 118⼈

住⺠基本台帳には国名のみ記載されるため、
▸外国⼈の場合、居所不明者として執⾏停⽌をかける。
▸⽇本⼈の場合、納税管理⼈の届け出がされていない⼈については、⼾籍の附表を取り寄せ、
帰国したことが確認できたら住所地へ催告書などを送付している。

出国した外国⼈等への課税・徴収の状況
賦課

徴収

▸賦課期⽇以降に出国した場合、普通徴収で課税。
▸ほとんど納税管理⼈は指定されておらず、６⽉に送付する納税通知書、督促状は公⽰送
達を⾏う。
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30年度 29年度 28年度
納税義務者数(内、外国⼈) 21⼈(7⼈) 22⼈(8⼈) 17⼈(8⼈)
納税管理⼈の設定状況 2⼈(0⼈) 1⼈(0⼈) 2⼈(1⼈)

国外へ出国（転出）する場合、転出の⼿続時に
納税管理⼈の指定を依頼している。

国外居住の納税義務者の状況

納税管理⼈の設定の勧奨
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納税通知書の送付状況・公⽰送達の状況
納税通知書の送付状況 30年度 29年度 28年度
普通徴収 3,082⼈ 3,062⼈ 3,207⼈
内、外国⼈ 145⼈ 136⼈ 114⼈
公⽰送達の状況 19⼈ 14⼈ 9⼈
内、外国⼈ 4⼈ 1⼈ 1⼈

⽇本⼈出国 3⼈ 2⼈ 1⼈

住⺠基本台帳への記載は、出国予定の国名
のみであり送付先は不明なため、旧勤務先等へ
照会をかける。

納税通知書送達先の調査
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▸国内転勤の場合、記載あり。
▸転職の場合、ほとんど記載なし。
▸出国の場合、記載なし。

（件数・６⽉〜1２⽉までの退職に係る希望状況・１⽉〜４⽉までの退職に係る⼀括徴収状況）

30年度 29年度 28年度
6⽉〜12⽉ 27( 5) 29( 0) 21( 1)
退職者数(⼈) 336(10) 333( 2) 366( 5)
1⽉〜4⽉ ーー 84( 3) 61( 0)
退職者数(⼈) ーー 193( 4) 134( 0)

（内、外国⼈）

給与所得者の異動届出書における
「新しい勤務先の名称及び所在地」欄への記載状況

（外国の場合もあるか）

特別徴収税額に係る残税額の⼀括徴収の状況
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賦課期⽇以降に退職し出国する外国⼈等に係る
特別徴収の⼀括徴収義務化に対する意⾒・課題

6⽉以降退職の場合、現在の規定では特別徴収義務者に⼀括徴収の義務
はないため、普通徴収へ切り替えるが未納となってしまう。

特別徴収の1⽉〜5⽉分については、⼀括徴収されるため特別な事情を除き
未納は⽣じないと考えるが、新年度課税分は、普通徴収となり、ほとんどが納税
管理⼈を指定することなく出国するため、徴収不能となってしまう。

【1⽉〜5⽉に退職・出国の場合】

【6⽉以降に退職の場合】

＊今後、外国人就労者の増加は明らかであり、未納対策を講ずる
必要がある。外国人のみ一括徴収義務化の取扱いは公平性に欠け
ると考えるが、外国人を雇用する事業者の責務として事業所の負
担は大きくなるが、一括徴収などの方法による完納を規定するよ
うな法整備が必要と考える。
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不納⽋損額に占める国外居住者と思われる場合の
不納⽋損額と全体の不納⽋損額に占める割合

件数 内、国外
居住者

国外居住者
割合(%)

⾦額(円) 内、
国外居住者分

国外居住者
割合(%)

29年度 127 0 0 2,037,648 0 0
28年度 109 0 0 1,581,339 0 0
27年度 116 3 2.59 1,262,433 233,300 18.48

住⺠税のみ

件数 内、国外
居住者

国外居住者
割合(%)

⾦額(円) 内、
国外居住者分

国外居住者
割合(%)

29年度 248 1 0.40 2,606,448 7,200 0.28
28年度 270 0 0 2,341,239 0 0
27年度 336 3 0.89 2,167,633 233,300 10.76

町税全体
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その他、議論の参考と考えられる事項
今後、外国⼈就労者の増加が⾒込まれる中、⾔語、⽂化、⽣活習慣の違いからく

るギャップに対し地⽅公共団体は、様々な対策を講ずる必要がある。これには、財源で
ある税収の確保は必須であり、出国者による未納問題は⼤きな課題である。

○ 住⺠税の現年課税化
外国⼈就労者に限らず、退職者による住⺠税の未納問題については、 翌年度課税によ
るところが⼤きく、制度切り替え時の混乱は⼤きな課題ではあるが、住⺠税の現年課税化に
より未納問題は改善されると考える。

○ 普通徴収の⼝座振替義務化
現在、⾦融機関に預⾦⼝座を持たない国⺠は皆無に近いと考える。また、外国⼈であって
も⼝座を持つことは可能であることから、普通徴収の⼝座振替義務化により、未納対策に加
え税務担当職員の事務の軽減も期待できると考える。

○ 外国⼈を雇⽤する事業者の責務
外国⼈を雇⽤する事業者の責務として、税⾦に限らず、健康保険、電気、ガス、⽔道など
の公共料⾦に未納が⽣じないように、また、未納が⽣じた場合には事業者に完納させるなど、
未納対策に関する法整備が必要と考える。
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ご清聴ありがとうございました。
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個人住民税の現年課税化について

資料６



○個人所得課税に関する論点整理（抄） 政府税制調査会 H17.6

個人住民税は、納税の事務負担に配慮して、前年の所得を基礎として課税するいわゆる前年所得
課税の仕組みを採っているが、本来、所得課税においては、所得発生時点と税負担時点をできるだけ
近づけることが望ましい。近年の、ＩＴ化の進展、雇用形態の多様化等、社会経済情勢の変化を踏まえ、
納税者等の事務負担に留意しつつ、現年課税の可能性について検討すべきである。

○長期税制のあり方についての答申（抄） 政府税制調査会 S43.7

住民税は、前年の所得を基礎として課税するいわゆる前年所得課税のたてまえをとっている。所得
発生の時点と税の徴収の時点との間の時間的間隔をできるだけ少なくすることにより、所得の発生に
応じた税負担を求めることとするためには現年所得課税とすることが望ましいと考えられるので、この
方法を採用する場合における源泉徴収義務者の徴収事務、給与所得以外の者に係る申告手続等の
諸問題について、引き続き検討することが適当である。

○平成22年度税制改正大綱 税制調査会 H21.12

個人住民税の所得割は前年所得を基準に課税しているため、収入が前年より大きく減少した人にとっ
ては金銭的負担感が過重になります。納税者、特別徴収義務者、地方自治体の事務負担を踏まえつつ、
現年課税化についても検討を行います。

※平成23年度税制大綱（H22.12）においても同様の記述あり。

個人住民税の現年課税化に関する過去の議論
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税制抜本改革法（抄）
「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」

（税制に関する抜本的な改革及び関連する諸施策に関する措置）

第七条

二 個人所得課税については、次に定めるとおり検討すること。

ニ 個人住民税については、地域社会の費用を住民がその能力に応じて広く負担を分かち合うという個人

住民税の基本的性格（(2)において「地域社会の会費的性格」という。）を踏まえ、次に定める基本的方

向性により検討する。

(1) 税率構造については、応益性の明確化、税源の偏在性の縮小及び税収の安定性の向上の観点から、

平成十九年度に所得割の税率を比例税率（一の率によって定められる税率をいう。以下(１)において

同じ。）とした経緯を踏まえ、比例税率を維持することを基本とする。

(2) 諸控除の見直しについては、地域社会の会費的性格をより明確化する観点から、個人住民税におけ

る所得控除の種類及び金額が所得税における所得控除の種類及び金額の範囲内であること並びに個人

住民税における政策的な税額控除が所得税と比較して極めて限定的であることを踏まえるとともに、

所得税における諸控除の見直し及び低所得者への影響に留意する。

(3) 個人住民税の所得割における所得の発生時期と課税年度の関係の在り方については、番号制度の導

入の際に、納税義務者、特別徴収義務者及び地方公共団体の事務負担を踏まえつつ、検討する。

（平成24年8月22日法律第68号）
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個人住民税検討会における現年課税に関する検討の経過

平成18年度
・ 現年課税化により期待される効果及び問題点
・ 導入する場合に考えられる方向性

平成20年度
・ 源泉徴収義務者の事務負担等の現状
・ 源泉徴収義務者等の事務負担の軽減の方策

平成21・22年度
・ 源泉住民税制度・予定納税制度の導入 ※ 終的に市町村が税額を確定し精算。

平成23年度
・ 所得税方式、市町村精算方式、予定納税方式（現行制度を維持し、希望する者のみ予定納税を認めるもの）について検討

平成24年度
・ 源泉徴収・特別徴収に係る給与支払者の事務負担の現状について調査
・ 所得税方式市町村精算方式の中間的な案（市町村ごとに異なる事項は納税義務者が申告）の事務負担の変化について
検討

平成25年度
・ 所得税方式、市町村精算方式における事務負担について検討

平成26年度
・ 現年課税化の導入に伴う特別徴収義務者における懸念事項について検討

平成27年度
・ マイナンバー導入と現年課税化（マイナンバー利用開始後の企業や市区町村に発生する事務負担）について検討

平成28年度
・ 切替年度の税負担のあり方について検討

平成29年度
・ 現年課税化の導入に伴う特別徴収義務者の事務負担と企業におけるＩＴ化の状況について検討
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・ 納税団体の確定を市町村ではなく企業が行うこととなるため、年初時点の住所を正確に把握する作業と責任が生じる。

・ 所得税に加え、各従業員の毎月の給与額に応じた住民税額を計算し、年初時点の各従業員の住所地市町村に納
付する事務が生じる。

年末には、各従業員の人的控除申告を整理し、地方団体により異なる税率等で税額計算したのち、追徴・還付を行
う（年末調整）事務が生じる。

・ 報酬や原稿料等の支払時に、住民税についても源泉徴収することが必要となると考えられ、報酬等を受ける者の
年初時点の住所を正確に把握し、住所地市町村に納付する事務が新たに生じる。

個人住民税の現年課税化に係る課題

○ 現年課税化を行う場合、所得税と同様、企業において源泉徴収や年末調整を行っていただくことが必
要となるなど、企業や納税者の事務に以下のような課題が生じる。特にＩＴの利活用が進んでいない中
小零細企業における事務負担の増加について慎重な検討が必要。

○ 企業・納税者・地方団体に過重な負担が生じないよう検討を進めることが必要。

※ 年の途中で雇用された者について、年初時点の住所を正確に把握できるか。特に雇用者の出入りが多い業種にとって、大きな負担となるのではないか。

※ 特に中小零細企業については、経理事務の人員が少ないところも多く、また、会計ソフトなどITを活用する環境が十分でないところにとって負担が大きい。

・ 所得税の確定申告を行う者は、前年１月住所地市町村に対して、住民税独自の項目や超過課税等を反映させた
住民税の確定申告を行う必要が生じる。

・ 確定申告により、市町村において還付事務が多く発生。

・ 現年課税への切替時に、移行前年の所得と移行年の所得の２年分の課税が発生。

企業事務の増加

その他の課題

※ 1年分の納税で良い仕組みとする場合には、所得の発生年度を調整することが可能な所得（例：有価証券、不動産）について、駆け込み需要や
反動減が生じ、経済活動に大きな影響を与えるのではないか等の課題が生じる。
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（１）特別徴収義務者における税額計算・年末調整への影響

・ 所得税の源泉徴収及び個人住民税の特別徴収に係る企業の事務の中で､１１月、１２月の短期間に事務が集中する年末

調整に係る事務負担が突出して大きい。個人住民税の現年課税化による企業の事務負担を考える際、この年末調整に係

る事務負担への影響が特に重要だと考えられる。

・ 税率等が地方団体によって異なること、個人住民税独自の項目があることから、年税額の計算において、事務負担が大

幅に増える可能性がある。当検討会における議論においても、小規模事業者の声として、「年末年始はかき入れ時であり、

新しい事務作業が発生するのは困る」との意見が紹介された。

・ 年末調整における年税額の計算の基礎となる扶養親族や生命保険料などの情報は所得税と個人住民税で概ね同じであ

ることから、特別徴収義務者において、税額を計算するシステムを導入していれば、必要な情報を入力することで、所得税

だけでなく、個人住民税の税額についても自動で計算でき、事務負担の増加を一定程度軽減できる可能性があると考えら

れる。

平成29年度個人住民税検討会報告書のポイント①

・ 現年課税化に伴い特別徴収義務者に新たに発生する事務に関する論点について議論を行うとともに、企業のＩＴ化の状況に

ついて有識者からのヒアリングを実施した。

２ 現年課税化と特別徴収義務者における事務負担について

第１．個人住民税の現年課税化

生命保険料控除・地震保険料控除 控除額の計算方法が所得税と個人住民税で異なる

調整控除 個人住民税独自の税額控除

住宅借入金等特別税額控除 所得税で控除しきれなかった額を個人住民税から控除

非課税判定 個人住民税独自の非課税限度額制度や障害者等に対する非課税措置がある
※均等割の非課税限度額は、市町村の条例で定められる。

所得割及び均等割の税率 地方税法においては標準税率を規定。地方団体は、標準税率を踏まえ、条例において税率を決定。
また、指定都市に住所を有する者について、所得割の標準税率が道府県民税２％、市民税８％となる。

【年末調整事務において想定される所得税と住民税の相違点】
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（２）企業におけるＩＴ化の状況

・ 現年課税化により特別徴収義務者に新たに発生する事務について、ITの利活用により、事務負担の増加を抑えることがで

きる可能性があると考えられることから、企業におけるIT化の状況と今後の展望について、関係企業にヒアリングを実施した

上、議論を行った。

・ 従業員規模が小さい企業ほど、給与計算においてシステムを利用しておらず、特に従業員規模が１～９名以下の場合、約

５割がExcelでの計算や特に使用していない（紙で計算する等）という状況となっている。

・ 現状においては、給与計算ソフト等を利用していない企業が中小零細企業を中心に一定程度ある。これらの特別徴収義

務者においては、地方団体で異なる税率や個人住民税独自の事項を反映して年税額を計算することは、対応が困難な場合

があると考えられる。

・ 今後、クラウド型の安価な給与計算ソフトの普及やスマートフォンの保有率の拡大を背景として、中小零細企業においても、

給与計算のシステム化が進んでいく可能性があることから、企業のＩＴ化の状況について引き続き注視していく必要。

平成29年度個人住民税検討会報告書のポイント②

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1〜9名以下(n=1,595)

10〜49名以下(n=1,309)

50〜99名以下(n=581)

100〜299名以下(n=683)

300名以上(n=1,756)

パッケージソフトを利⽤
特に使⽤していない（紙で計算する等）
全て税理⼠に任せている

クラウドサービスを利⽤
Ｅｘｃｅｌなどの表計算ソフトを利⽤
全て社労⼠に任せている
その他

２ 現年課税化と特別徴収義務者における事務負担について

第１．個人住民税の現年課税化

＜従業員数規模別 給与計算業務の方法＞
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平成29年度個人住民税検討会報告書のポイント③

本年度の検討会では、現年課税化に伴い特別徴収義務者に新たに発生する事務に関する論点と企業のIT化の状況につい

て整理しつつ、議論を行った。これまでも本検討会においては、所得税方式を念頭に、特別徴収義務者に新たに発生する事

務、実務的な観点からの課題を整理してきたが、具体的に事務負担をどのように軽減することが可能かについて、今後も、引

き続き議論を深めていくことが必要である。その際には、これまで述べてきた様々な課題について留意しながら、特別徴収義

務者、地方団体及び納税義務者の理解が得られる案とすることができるかという観点を踏まえ、十分に検討していくことが必

要である。

一方、特別徴収義務者に生じると見込まれる現年課税化に伴う事務負担の問題については、マイナンバーの活用によって

改善や解決が期待できるものばかりではないが、例えば、今後、特別徴収義務者がマイナンバー制度を利用して必要な情報

を入手できるような仕組みが整備されれば、現年課税に係る事務負担が軽減される可能性がある論点も見込まれる。また、

特別徴収義務者に新たに発生する事務について、企業のITの利活用により、事務負担の増加を抑えることができる可能性も

あると考えられる。このように、現年課税化の実現に向けて、現状を所与のものとして考えるばかりでなく、マイナンバー制度

の利活用の在り方や企業におけるIT化の更なる進展等を展望し、今後どのような環境が整備されれば様々な課題の解決に

つながるのかといった視点から検討を行うことも重要である。このため、今後のマイナンバー制度の運用状況、マイナポータ

ルの利用状況や企業のIT化の状況等も踏まえつつ、引き続き検討を進めていくことが必要である。

３ 今後の課題

第１．個人住民税の現年課税化
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課題の解決に向けた今後の展望

○ 現年課税化の実現に向けて、マイナンバー制度の利活用の在り方や企

業におけるIT化の更なる進展等を展望し、今後どのような環境が整備さ

れれば様々な課題の解決につながるのかといった視点から検討を行うこ

とも重要である。

将来的に、課題の解決に向けどのような方策が考えられるか。

○ マイナンバーカードやマイナポータルの利活用により、

課題解決に向けた方策が考えられないか

○ 中小零細企業におけるIT化の更なる進展を前提に、

課題解決に向けた方策が考えられないか。

○ その他課題解決に向け､どのような方策が考えられるか。

検討課題
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中小零細企業におけるIT化の更なる進展

○ 給与計算ソフトが広く普及し、多くの中小零細企業がITを利用して源泉徴収税額の計算

や年末調整を行うことができる状況となれば、特別徴収義務者に大きな負担をかけること

なく、地方団体で異なる税率や個人住民税独自の項目を反映した税額計算ができるよう

になるのではないか。

○ 個人住民税における源泉徴収簿イメージ〔平成29年度個人住民税検討会資料〕

年末調整における年税額の計算の基礎となる扶養親族や
生命保険料などの情報は所得税と個人住民税で概ね同じ
であることから、特別徴収義務者において、税額を計算す
るシステムを導入していれば、必要な情報を入力すること
で、所得税だけでなく、個人住民税の税額についても自動
で計算できると考えられる。
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マイナンバーカードの利活用

○ マイナンバーカードの普及が進み、多くの納税義務者がマイナンバーカードを所持する

状況となれば、特別徴収義務者は、納税義務者である従業員の１月１日現在の住所地に

ついて、住民票等の提出を求めることなく、マイナンバーカードによって確認することが概

ね可能となるか。

住所地を把握

住所変更があった場合は、追記欄に
届出の年月日及び新たな住所を記載
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マイナポータルの利活用

○ マイナポータルの利用が進めば、例えば納税義務者がマイナポータルから１月１日現

在の住所地がプレ印字された扶養控除等申告書をダウンロードして、特別徴収義務者に

提出するといったことも考えられ、より正確に従業員の１月１日現在の住所地を把握する

方策を検討することができるようになるのではないか。
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政府税制調査会納税環境整備に関する専門家会合
（平成30年10月29日）資料
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